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指定公金事務取扱者制度・指定納付受託者制度
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○ 地方公共団体の公金収納については、私人に委託を可能とする指定公金事務取扱者制度が規定されてい
る。また、地方公共団体が指定した私人に対し、納入義務者が公金の納付を委託する指定納付受託者制度も
規定されている。これらの制度により、個々の地方公共団体において、公金のデジタル納付が可能となってい
る。



地方税統一QRコード（eL-QR）の活用による地方税の電子納付について

2

○ 地方税の納付については、Ｐ１の各制度とは別に、令和５年４月から、「地方税統一QRコード(eL-QR)」を用
いた全国統一の仕組みを導入し、

①eLTAX操作による電子納付
②スマートフォン操作による電子納付 への活用を開始。
③金融機関窓口における納付受付後の事務処理

○ また、納付手段についても、従来の金融機関経由のダイレクト納付（口座引き落とし）やインターネットバンキ
ングに加え、「クレジットカード」や「スマートフォン決済アプリ」による納付が可能。

※対象税目：固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割（他の税目についても、可能な限り活用）

○eL-QRの活用は、金融機関・地方団体双方の
バックヤードの効率化に資するもの



地方税における eL-QR導入のメリットについて

○ 地方税における地方税統一QRコード(eL-QR)導入の主なメリットは以下のとおり。

納税者
● 地方団体によって利用可能な納付手段が異なっ
ており、納付先の地方団体ごとに対応を変えること
が必要。

● 合計税額をまとめて複数団体に納付できる税目が、
法人二税等一部の税目に限られており、固定資産
税や自動車税種別割のような賦課税目では対応で
きない。

金融機関
● 指定金融機関契約等のある地方団体の納付書
であるかどうかを窓口で確認したうえで、納付書の
受付の可否を判断することが必要。

● 窓口収納後、紙の領収済通知書を地方団体ごと
に仕分けて送付するなどの事務が繁雑。

地方団体
● 指定金融機関等から回付される紙の領収済通知
書と口座への入金情報を突合・確認した上で、消込
作業が必要。

● 電子収納を実現するためには、各金融機関・決
済事業者と個別に契約等を行うことが必要。

従来
納税者
○ 全国どの地方団体の納付書であっても、eL-QRを
用いて、同一の納付手段により納付することが可能。

○ 固定資産税等の賦課税目についても、eLTAXに
新設した「地方税お支払サイト」からワンストップで
複数団体・複数税目のまとめ納付が可能。

金融機関
○ 全国どの地方団体の納付書であっても、窓口で
受け付けることが可能。

○ eL-QRを用いて納付・入金情報がeLTAX経由で
地方団体に電子的に送付されるため、紙の領収済
通知書の仕分け・送付作業が不要。

地方団体
○ 納付情報・入金情報がeLTAX経由で電子的に送
付されるため、消込作業の効率が向上。

○ 個別に金融機関・決済事業者と契約等を行うこと
なく電子収納可能。

eL-QR導入後（R5.4以降）

eL-QR
導入
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（参考）第１回地方公共団体への公金納付のデジタル化に係る実務検討会（令和５年６月８日開催）
資料４全国銀行協会提出資料
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【参考】地方税統一QRコード（eL-QR）印刷イメージ（MPN標準帳票の例）

eL-QR

12345 123456 123

30500

123123456

30500

30500 30500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（00）000000-0000000000000000000000
000000-0-000000-0

令和５年度 令和５年５月３１日

令和５年５月３１日

令和５年４月１日

令和５年５月２日eL番号：12345 -1234567890
1234567890 -123456 -123

令和５年５月３１日

eL番号：12345 -1234567890
1234567890 -123456 -123

12345678901234567890
12345678901234567890

00000-0-00000
00000-0-00000

■eLTAXを通じた納付を行うために地方団体において納付書に印字する必要があるもの

①地方税統一ＱＲコード：納付情報等を格納したもの。

②eL-ＱＲ(えるきゅーあーる)：印字したＱＲコードが、地方税統一ＱＲコードであることを明示的に示すための文言。

③eL番号(えるばんごう)：地方団体が発付する納付書を一意に特定するための情報で、地方税統一ＱＲコードに格納される

情報の一部を記載するもの。

④eLマーク(えるまーく)：共通納税システムに対応する納付書であることを、利用者や金融機関窓口職員が確認するための

マークとして、地方税共同機構が制定したマーク。

①

③

②

④

③

③
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地方公共団体の公金収納に係るeLTAXの活用（対象公金の範囲）について

地方公共団体（都道府県・市区町村をいう。以下同じ）においてeLTAXを活用した納付を可能とするもの
・ 普通会計に属する全ての公金
・ 公営事業会計に属する公金のうち水道料金、下水道使用料
→ 多くの団体で共通の情報システムで多種の公金の収納管理を行っており、こうした場合には、当該情報システムの改修を行う
ことで、当該多種の公金についてあわせてeLTAXを活用した納付が可能となることも踏まえ、幅広い公金についてeLTAXを活
用した納付を可能とすることを検討

開始時期：遅くとも令和８年９月までに開始を目指す

 特に、以下の公金については、全国的に共通の取扱いとしてeLTAXを活用した納付を可能とすることを重点的に要請
①いずれの地方公共団体においても相当量の取扱件数がある公金
・ 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料
→ システム標準化対象事務であり、標準仕様書にeLTAXを活用した納付を可能とすることを規定

②その性質上、当該地方公共団体の区域外にも納付者が広く所在する公金
・ 公物の占有に伴う使用料としての性質を有する公金
（道路占用料、行政財産目的外使用許可使用料、港湾法上の占用料等、河川法上の流水占用料等など）

サンプル調査によれば、地方税＋この３公金で、
市町村の公営企業を除く全会計に属する公金の
９割 （公営企業を含めると７割）を占める

実施方針（R5.10関係府省庁連絡会議決定）の概要
○ eLTAXを活用した公金納付は、納付者の利便性向上、金融機関・地方公共団体の事務処理の効率化に資するものであり、積
極的に推進。

○ 以下の内容にて関係府省庁連絡会議で方針決定。今後、地方公共団体に対し、説明会・進捗状況調査などを通じて意見聴取
を行った上で、関係府省庁で連携して要請を行う。
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自治体側のシステム構成のイメージ（A市（指定都市））

eLTAX

税収納システム

住民税
システム

固定
資産税
システム

その他税
システム

地方税

住宅管理
システム

収納機能

占用管理
システム

収納機能

道路占用料
河川占用料港湾使用料

港湾管理
システム

収納機能

財務会計
システム

要改修要改修 要改修

公営住宅
使用料

収納機能

要改修

行政財産
目的外使用料

下水道
管理

システム

収納機能

給水管理
システム

収納機能

要改修要改修

水道料金 下水道使用料

地方税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、占用関係公金、公営住宅使用料、水道料金、下水道
使用料の各公金の収納管理を行っているシステムの構成について聞き取りを行い、総務省行政課で作成したもの。Ａ市
における公金関係のシステムの全体像を示したものではない。

上記の各公金についてeLTAXを活用した収納を可能とするために改修が必要と考えられるＡ市側のシステムを「要改修」
とした。

国保
システム

介護保険
システム

後期高齢
医療保険
システム

収納機能 収納機能 収納機能

要改修

国保料 介護保険料
後期高齢

医療保険料

要改修 要改修
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一般会計 特別会計

公営企業会計

（※）自治体や公金によっては、特別会計で管理している場合もある。

（※）

更改予定



公金の名称
年間発行件数
に占める割合
（%）

人口10万人あた
りの納入通知書
発行件数

1 地方税 43.7% 137,315

2 上下水道料金 24.2% 76,225

3 国民健康保険料 13.9% 43,801

4 介護保険料 7.1% 22,433

5 後期高齢者医療保険料 4.9% 15,450

6 し尿・ごみ処理手数料 1.0% 3,204

7 公営住宅使用料 0.6% 1,895

8 給食費 0.4% 1,369

9 保育所保育料 0.4% 1,157

10 母子父子寡婦貸付金元利金 0.2% 521

11 土地賃貸料 0.1% 237

12 道路占用料 0.1% 223

その他 3.4% 10,592

地方税, 43.7%

上下水道料金, 24.2%

国民健康保険料, 

13.9%

介護保険料, 7.1%

後期高齢者医療保険料, 4.9%

し尿・ごみ処理手数

料, 1.0%

公営住宅使用料, 

0.6%

給食費, 0.4%

保育所保育料, 0.4%
母子父子寡婦貸付金元利金, 0.2%

土地賃貸料, 0.1%

道路占用料, 0.1%

その他, 3.4%

年間納入通知書発行件数に占める各公金の割合

総務省が実施したサンプル調査における14団体（指定都市３団体、市８団体、町村３団体）からの回答を基に作成

年間納入通知書発行件数に占める各公金の割合（市町村）
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公金の名称
年間発行件数
に占める割合
（%）

人口10万人あ
たりの納入通
知書発行件数

1 地方税 80.5% 41,570

2 公営住宅使用料 3.0% 1,551

3 高等学校授業料 2.0% 1,030

4 奨学金返還金 0.7% 378

5 放置違反金（車両） 0.5% 257

6 母子父子寡婦貸付金元利金 0.4% 192

7 高等学校入学料 0.3% 152

8 河川占用料 0.2% 125

9
行政財産目的外使用許可使
用料 0.2% 115

10 港湾使用料 0.2% 114

11 道路占用料 0.2% 106

12 土地賃貸料 0.2% 99

その他 11.6% 5,984

地方税, 80.5%

公営住宅使用

料, 3.0%

高等学校授業

料, 2.0%

奨学金返還金, 

0.7%

放置違反金（車

両）, 0.5%

母子父子寡婦貸付金

元利金, 0.4%

高等学校入学料, 

0.3%

河川占用料, 0.2%

行政財産目的外使用許可使用

料, 0.2% 港湾使用料, 0.2%

道路占用料, 0.2%

土地賃貸料, 0.2%

その他, 11.6%

年間納入通知書発行件数に占める各公金の割合

総務省が実施したサンプル調査における８団体からの回答を基に作成

年間納入通知書発行件数に占める各公金の割合（都道府県）
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【参考】 地方公共団体への公金納付のデジタル化に係る実務検討会（概要）

日程 議題
第１回（６月８日） ○検討状況・検討会の進め方について

○eLTAXを活用した公金収納に係る民間事業者・金融機関のニーズ等について
・日本経済団体連合会からのヒアリング ・全国銀行協会からのヒアリング
・ゆうちょ銀行からのヒアリング ・日本マルチペイメントネットワーク運営機構からのヒアリング

○意見交換
第２回（６月29日） ○地方公共団体のサンプル調査結果について ○第１回検討会・サンプル調査結果を踏まえた論点整理

○eLTAXを活用した公金収納に係る論点等について ○意見交換
・地方税共同機構からのヒアリング

７月～８月 ○地方公共団体に公金納付のデジタル化に係る調査（各公金の収納管理システム・入金口座の状況及び公金件数に関する調
査）を依頼 ※公金件数に関する調査はサンプル調査

第３回（９月27日） ○eLTAXを活用した対象公金の範囲等について ○意見交換

○ 「地方公共団体への公金納付のデジタル化に向けた取組の方針について」（令和５年３月30日地方公共団体への公金納付のデジタル化の
検討に係る関係府省庁連絡会議決定）では、 遅くとも令和８年９月にはeLTAXを活用した公金収納を開始することを目指すこととされている。

○ これを踏まえ、令和５年度上期に実施方針を決定し、 eLTAXを活用した公金収納の範囲を決定することとなるが、地方公共団体を含む関係
者の意見を踏まえて取組を進める必要があることから、本検討会を開催するもの。

○ 本検討会では、eLTAXを活用した収納を行う公金の範囲等について検討を行う。

検討会の趣旨・目的等

開催実績

構成員

所属 内訳
地方公共団体 富山県、福岡県、さいたま市、弘前市、多可町
金融機関関係 全国銀行協会、ゆうちょ銀行
事業者関係 日本マルチペイメントネットワーク運営機構、

一般社団法人日本経済団体連合会
国 総務省自治行政局行政課・住民制度課デジタル基盤推進

室・自治税務局企画課電子化推進室
地方共同法人 地方税共同機構

【メンバー】
所属 内訳

地方公共団体
関係

全国知事会、全国市長会、全国町村会

ベンダー 日本電気、日立システムズ、日立製作所、富士通
Japan、オーイーシー、KCC、NTT データ、TKC

国 デジタル庁

【オブザーバー】
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納入通知の電子送付について

＜住民B＞

＜住民A＞

本人
確認

①電子送付の希望

＜自治体＞

②受付・管理

１．納入通知の様式・データの統一

（参考）手続きのイメージ

③納入通知の
発行・送付

・当該公金に固有の項目
⇒ 各公金ごとに、自治体における実態を把握の上、自治体等の意見を踏まえながら、どのような統一化を図るべきかについて検討する必要がある。
・他の業務で保有されている情報に関する項目
⇒ 他システムへの照会が必要であり、システム間でどのような連携が行われ、どのようなデータを取得する必要があるのかを把握し、システム間の連
携やデータの要件の統一を図る作業が必要となる可能性がある。

※標準化対象事務については、当該事務に係るシステムの機能や帳票、データ等の要件についての標準を定める中で、各種フォーマットが統一化

郵送送付電子送付

自治体共通の
仕組み

11
④納入通知の受領 ④‘紙の納入通知書の受領

○ 共通の仕組みによる納入通知の電子送付を実現するには、以下の課題への対応が必要ではないか。

２．納入義務者への確実な通知

誰に電子送付すれば
よいのか？

 納入通知を希望者本人に確実に電子送付する仕組みが必要

 電子送付の希望を受け付ける仕組みが必要

どのように送付すれば
よいのか？

①賦課型（保険料など）
：電子送付の希望を受け付ける仕組みが考えられるか
②申請型（使用料など）
：納付義務の前提となる申請行為を行う際に電子送付の希望も併せて受け付けることが考えられるか

※想定される自治体実務への影響
・電子送付の希望の管理や、統一化された納入通知の
電子送付に対応するための関連システムの改修

・新たな事務フローとして、電子送付の希望を受け付け、
送付方法の別を管理



【参考】各公金における納入通知書の様式例

水栓番号・使用量
について記載

②上下水道使用料①介護保険料

普通徴収・特別徴収に
関する情報について記載

他業務に関する情報（住民税、年金収入等）
について記載
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